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令和３年度介護報酬改定によって変更があった加算について、告示より抜粋。 

［算定基準］［算定基準留意事項］中、改定は下線部分。 

 

※［算定基準］･･･指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準（平成12年厚生省

告示第19号）、指定介護予防サービスに要する費用の額の算定に関する基準（平成18年厚

生省告示第127号） 

［算定基準留意事項］･･･指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準（訪問通所

サービス、居宅療養管理指導及び福祉用具貸与に係る部分）及び指定居宅介護支援に要する

費用の額の算定に関する基準の制定に伴う実施上の留意事項について（平成12年3月1日老

企第36号）、指定介護予防サービスに要する費用の額の算定に関する基準の制定に伴う実

施上の留意事項について（平成18年3月17日老計発0317001老振発0317001老老発

0317001） 
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＜１＞基本単価 

【算定基準】 

○注１ 通院が困難な利用者に対して、指定訪問リハビリテーション事業所の理学療法士、作業療

法士又は言語聴覚士が、計画的な医学的管理を行っている当該事業所の医師の指示に基づき、指

定訪問リハビリテーションを行った場合に算定する。 

 

［算定基準留意事項］＜令和３年度：改定＞ 

①指定訪問リハビリテーションは、計画的な医学的管理を行っている当該指定訪問リハビリテーシ

ョン事業所の医師の指示の下で実施するとともに、当該医師の診療の日から３月以内に行われた

場合に算定する。 

また、例外として、指定訪問リハビリテーション事業所の医師がやむを得ず診療できない場合に

は、別の医療機関の計画的な医学的管理を行っている医師から情報提供（指定訪問リハビリテー

ションの必要性や利用者の心身機能や活動等に係るアセスメント情報等）を受け、当該情報提供

を踏まえて、当該リハビリテーション計画を作成し、指定訪問リハビリテーションを実施した場

合には、情報提供を行った別の医療機関の医師による当該情報提供の基礎となる診療の日から３

月以内に行われた場合に算定する。この場合、少なくとも３月に１回は、指定訪問リハビリテー

ション事業所の医師は、当該情報提供を行った別の医療機関の医師に対して訪問リハビリテーシ

ョン計画等について情報提供を行う。 

 

②指定訪問リハビリテーション事業所の医師が、指定訪問リハビリテーションの実施に当たり、当

該事業所の理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士に対し、当該リハビリテーションの目的に加

えて、当該リハビリテーション開始前又は実施中の留意事項、やむを得ず当該リハビリテーショ

ンを中止する際の基準、当該リハビリテーションにおける利用者に対する負荷等のうちいずれか

１以上の指示を行う。 

③②における指示を行った医師又は当該指示を受けた理学療法士、作業療法士若しくは言語聴覚士

が、当該指示に基づき行った内容を明確に記録する。 

④指定訪問リハビリテーションは、指定訪問リハビリテーション事業所の医師の診療に基づき、訪

問リハビリテーション計画を作成し、実施することが原則であるが、医療保険の脳血管疾患等リ

ハビリテーション料、廃用症候群リハビリテーション料又は運動器リハビリテーション料を算定

すべきリハビリテーションを受けていた患者が、介護保険の指定訪問リハビリテーションへ移行

する際に、「リハビリテーション・個別機能訓練、栄養管理及び口腔管理の実施に関する基本的

な考え方並びに事務処理手順及び様式例の提示について」（令和３年３月16 日老認発0316 第

３号、老老発0316 第２号）の別紙様式２－２―１をもって、保険医療機関から当該事業所が情

報提供を受け、当該事業所の医師が利用者を診療するとともに、別紙様式２－２―１に記載され

た内容について確認し、指定訪問リハビリテーションの提供を開始しても差し支えないと判断し

た場合には、例外として、別紙様式２－２―１をリハビリテーション計画書とみなして訪問リハ

ビリテーション費の算定を開始してもよいこととする。 
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なお、その場合であっても、算定開始の日が属する月から起算して３月以内に、当該事業所の

医師の診療に基づいて、次回の訪問リハビリテーション計画を作成する。 

⑤訪問リハビリテーション計画の進捗状況を定期的に評価し、必要に応じて当該計画を見直す。初

回の評価は、訪問リハビリテーション計画に基づくリハビリテーションの提供開始からおおむね

２週間以内に、その後はおおむね３月ごとに評価を行う。 

⑥指定訪問リハビリテーション事業所の医師が利用者に対して３月以上の指定訪問リハビリテーシ

ョンの継続利用が必要と判断する場合には、リハビリテーション計画書に指定訪問リハビリテー

ションの継続利用が必要な理由、具体的な終了目安となる時期、その他指定居宅サービスの併用

と移行の見通しを記載する。  

⑦指定訪問リハビリテーションは、利用者又はその家族等利用者の看護に当たる者に対して１回当

たり 20 分以上指導を行った場合に、１週に６回を限度として算定する。ただし、退院（所）

の日から起算して３月以内に、医師の指示に基づきリハビリテーションを行う場合は、週 12 

回まで算定可能である。  

⑧指定訪問リハビリテーション事業所が介護老人保健施設又は介護医療院である場合にあって、医

師の指示を受けた理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士が、利用者の居宅を訪問して指定訪問

リハビリテーションを行った場合には、訪問する理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士の当該

訪問の時間は、介護老人保健施設又は介護医療院の人員基準の算定に含めないこととする。な

お、介護老人保健施設又は介護医療院による指定訪問リハビリテーションの実施にあたっては、

介護老人保健施設又は介護医療院において、施設サービスに支障のないよう留意する。  

⑨指定訪問リハビリテーション事業所の理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士が、介護支援専門

員を通じて、指定訪問介護の事業その他の指定居宅サービスに該当する事業に係る従業者に対

し、リハビリテーションの観点から、日常生活上の留意点、介護の工夫などの情報を伝達する。  

⑩居宅からの一連のサービス行為として、買い物やバス等の公共交通機関への乗降などの行為に関

する訪問リハビリテーションを提供するに当たっては、訪問リハビリテーション計画にその目

的、頻度等を記録するものとする。  

⑪利用者が指定訪問リハビリテーション事業所である医療機関を受診した日又は訪問診療若しくは

往診を受けた日に、訪問リハビリテーション計画の作成に必要な医師の診療が行われた場合に

は、当該複数の診療等と時間を別にして行われていることを記録上明確にする。 

 

【算定基準】 

○注１０ 別に厚生労働大臣が定める基準に適合している指定訪問リハビリテーション事業所の理

学療法士、作業療法士又は言語聴覚士が、当該指定訪問リハビリテーション事業所の医師が診療

を行っていない利用者に対して、指定訪問リハビリテーションを行った場合は、１回につき５０

単位を所定単位数から減算する。（予防は注９） 
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【算定基準】 

○《予防注１０》利用者に対して、指定介護予防訪問リハビリテーションの利用を開始した日の属

する月から起算して１２月を超えて指定介護予防訪問リハビリテーションを行う場合は、１回に

つき５単位を所定単位数から減算する。  

 

【算定基準留意事項】 

予防注１０の取扱いについて  

指定介護予防訪問リハビリテーションの利用が１２月を超える場合は、介護予防訪問リハビリテー

ション費から５単位減算する。なお、入院による中断があり、医師の指示内容に変更がある場合は、

新たに利用が開始されたものとする。また、本取扱いについては、令和３年４月から起算して１２

月を超える場合から適用されるものであること。 

 

※令和３年度介護報酬改定に関するＱ＆Ａ（Vol.３）（R3.3.26） 

【問１２１】介護予防訪問・通所リハビリテーション及び介護予防訪問看護からの理学療法士・

作業療法士・言語聴覚士による訪問について、当該事業所においてサービスを継続しているが、

要介護認定の状態から要支援認定へ変更となった場合 の取扱如何。  

【答】 

・法第 19 条第２項に規定する要支援認定の効力が生じた日が属する月をもって、利用が開始

されたものとする。  

・ただし、要支援の区分が変更された場合（要支援１から要支援２への変更及び要支援２から

要支援１への変更）はサービスの利用が継続されているものとみなす。  

 

※令和３年度介護報酬改定に関するＱ＆Ａ（Vol.６）（R3.4.15） 

【問４】介護予防訪問・通所リハビリテーション及び介護予防訪問看護からの理学療法士・作業

療法士・言語聴覚士による訪問について、12 月以上継続した場合の減算起算の開始時点はいつと

なるのか。また、12 月の計算方法は如何。  

【答】 

・当該サービスを利用開始した日が属する月となる。  

 ・当該事業所のサービスを利用された月を合計したものを利用期間とする。  
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＜２＞介護報酬に係る加算・減算 

１）短期集中リハビリテーション実施加算（予防共通）（１日につき）２００単位 

 

［算定基準］  

注６ 別に厚生労働大臣が定める基準に適合しているものとして都道府県知事に届け出た指定訪問

リハビリテーション事業所が、利用者に対して、リハビリテーションを必要とする状態の原因とな

った疾患《疾患等》の治療《治療等》のために入院若しくは入所した病院、診療所若しくは介護保険

施設から退院若しくは退所した日又は法第１９条第１項に規定する要介護《要支援》認定の効力が

生じた日（当該利用者が新たに要介護《要支援》認定を受けた者である場合に限る。）から起算して

３月以内の期間に、リハビリテーション《指定介護予防訪問リハビリテーション》を集中的に行っ

た場合は、短期集中リハビリテーション実施加算として、１日につき２００単位を所定単位数に加

算する。  ＊《 》内は予防の算定基準  

 

［算定基準留意事項］  

①短期集中リハビリテーション実施加算におけるリハビリテーションは、利用者の状態に応じて、

基本的動作能力（起居、歩行、発話等を行う能力をいう。以下同じ。）及び応用的動作能力（運搬、

トイレ、掃除、洗濯、コミュニケーション等を行うに当たり基本的動作を組み合わせて行う能力を

いう。以下同じ。）を向上させ、身体機能を回復するための集中的なリハビリテーションを実施する

ものであること。  

②「リハビリテーションを集中的に行った場合」とは、退院（所）日又は認定日から起算して３月以

内の期間に、１週につきおおむね２日以上、１日当たり 20分以上実施するものでなければならない。 

③ 本加算の算定に当たっては、リハビリテーションマネジメント加算の算定が前提となっているこ

とから、当該加算の趣旨を踏まえたリハビリテーションを実施するよう留意すること。 

 

２） リハビリテーションマネジメント加算（介護のみ） 【届出要】  

［算定基準］  

注７ 別に厚生労働大臣が定める基準に適合しているものとして都道府県知事に届け出た指定訪問

リハビリテーション事業所の医師、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士その他の職種の者が共同

し、継続的にリハビリテーションの質を管理した場合は、リハビリテーションマネジメント加算と

して、次に掲げる区分に応じ、１月につき次に掲げる単位数を所定単位数に加算する。ただし、次に

掲げるいずれかの加算を算定している場合においては、次に掲げるその他の加算は算定しない。  

イ リハビリテーションマネジメント加算(Ａ)イ 180単位 

ロ リハビリテーションマネジメント加算(Ａ)ロ 213単位 
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ハ リハビリテーションマネジメント加算(Ｂ)イ 450単位 

二 リハビリテーションマネジメント加算(Ｂ)ロ 483単位  

※ 別に厚生労働大臣が定める基準の内容は次のとおり。  

訪問リハビリテーション費におけるリハビリテーションマネジメント加算の基準 

イ  リハビリテーションマネジメント加算（Ａ）イ 

次に掲げる基準のいずれにも適合すること。  

（１）指定訪問リハビリテーション事業所（指定居宅サービス等基準第七十六条第一項に規定

する指定訪問リハビリテーション事業所をいう。以下同じ。）の医師が、指定訪問リハビリテー

ションの実施に当たり、当該事業所の理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士に対し、利用者

に対する当該リハビリテーションの目的に加えて、当該リハビリテーション開始前又は実施中

の留意事項、やむを得ず当該リハビリテーションを中止する際の基準、当該リハビリテーショ

ンにおける利用者に対する負荷等のうちいずれか一以上の指示を行うこと。  

（２）（１）における指示を行った医師又は当該指示を受けた理学療法士、作業療法士若しくは

言語聴覚士が、当該指示の内容が（１）に掲げる基準に適合するものであると明確にわかるよう

に記録すること。  

（３）リハビリテーション会議を開催し、リハビリテーションに関する専門的な見地から利用者

の状況等に関する情報を構成員と共有し、当該リハビリテーション会議の内容を記録すること。  

（４）訪問リハビリテーション計画（指定居宅サービス等基準第八十一条第一項に規定する訪問

リハビリテーション計画をいう。以下同じ。）について、当該計画の作成に関与した理学療法士、

作業療法士又は言語聴覚士が利用者又はその家族に対して説明し、利用者の同意を得るととも

に、説明した内容等について医師へ報告すること。  

（５）三月に一回以上、リハビリテーション会議を開催し、利用者の状態の変化に応じ、訪問リ

ハビリテーション計画を見直していること。  

（６）指定訪問リハビリテーション事業所の理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士が、介護支

援専門員（法第七条第五項に規定する介護支援専門員をいう。以下同じ。）に対し、リハビリテ

ーションに関する専門的な見地から、利用者の有する能力、自立のために必要な支援方法及び日

常生活上の留意点に関する情報提供を行うこと。  

（７）次のいずれかに適合すること。  

（一）指定訪問リハビリテーション事業所の理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士が、居

宅サービス計画（法第８条第２３項に規定する居宅サービス計画をいう。以下同じ。）に位置

付けた指定訪問介護の事業その他の指定居宅サービスに該当する事業に係る従業者と指定訪
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問リハビリテーション（指定居宅サービス等基準第７５条に規定する指定訪問リハビリテー

ションをいう。以下同じ）の利用者の居宅を訪問し、当該従業者に対し、リハビリテーショ

ンに関する専門的な見地から、介護の工夫に関する指導及び日常生活上の留意点に関する助

言を行うこと。  

（二）指定訪問リハビリテーション事業所の理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士が、指

定訪問リハビリテーションの利用者の居宅を訪問し、その家族に対し、リハビリテーション

に関する専門的な見地から、介護の工夫に関する指導及び日常生活上の留意点に関する助言

を行うこと。  

（８）（１）から（７）までに適合することを確認し、記録すること。  

  

ロ リハビリテーションマネジメント加算（Ａ）ロ 

次に掲げる基準のいずれにも適合すること。  

（１）イ（１）から（８）までに掲げる基準のいずれにも適合すること。  

（２）利用者ごとの訪問リハビリテーション計画書等の内容等の情報を厚生労働省に提出し、リ

ハビリテーションの提供に当たって、当該情報その他リハビリテーションの適切かつ有効な実

施のために必要な情報を活用していること。  

ハ リハビリテーションマネジメント加算（Ｂ）イ 

次に掲げる基準のいずれにも適合すること。  

（１）イ（１）から（３）まで及び（５）から（７）までに掲げる基準のいずれにも適合するこ

と。  

（２）訪問リハビリテーション計画について、指定訪問リハビリテーション事業所の医師が利用

者又はその家族に対して説明し、利用者の同意を得ること。  

（３）（１）及び（２）に掲げる基準に適合することを確認し、記録すること。  

二 リハビリテーションマネジメント加算（Ｂ）ロ  

（１）ハ（１）から（３）までに掲げる基準のいずれにも適合すること。  

（２）利用者ごとの訪問リハビリテーション計画書等の内容等の情報を厚生労働省に提出し、リ

ハビリテーションの提供に当たって、当該情報その他リハビリテーションの適切かつ有効な実

施のために必要な情報を活用していること。  

 

［算定基準留意事項］  

①リハビリテーションマネジメント加算は、利用者ごとに行われるケアマネジメントの一環として

実施されるものであり、リハビリテーションの質の向上を図るため、利用者の状態や生活環境等

を踏まえた（Survey）、多職種協働による訪問リハビリテーション計画の作成（Plan）、当該計画

に基づく状態や生活環境等を踏まえた適切なリハビリテーションの提供(Do)、当該提供内容の評

価(Check)とその結果を踏まえた当該計画の見直し等(Action)といったサイクル（以下｢ＳＰＤＣ

Ａサイクル｣という。）の構築を通じて、継続的にリハビリテーションの質の管理を行った場合に

加算するものである。  
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②「リハビリテーションの質の管理」とは、生活機能の維持又は向上を目指すに当たって、心身機

能、個人として行うＡＤＬやＩＡＤＬといった活動をするための機能、家庭での役割を担うこと

や地域の行事等に関与すること等といった参加をするための機能について、バランス良くアプロ

ーチするリハビリテーションが提供できているかを管理することをいう。  

③リハビリテーション会議の構成員である医師の当該会議への出席については、テレビ電話等情報

通信機器を使用してもよいこととする。なお、テレビ電話等情報通信機器を使用する場合には、

当該会議の議事に支障のないように留意すること。  

④大臣基準第 12 号ロ（２）及びニ（２）に規定する厚生労働省への情報の提出については、「科学

的介護情報システム（Long-term care Information system For Evidence）」（以下「ＬＩＦＥ」

という。）を用いて行うこととする。ＬＩＦＥへの提出情報、提出頻度等については、「科学的介護

情報システム（ＬＩＦＥ）関連加算に関する基本的考え方並びに事務処理手順及び様式例の提示

について」（令和３年３月 16 日老老発 0316 第４号）を参照されたい。 

サービスの質の向上を図るため、ＬＩＦＥへの提出情報及びフィードバック情報を活用し、ＳＰ

ＤＣＡサイクルにより、サービスの質の管理を行うこと。  

提出された情報については、国民の健康の保持増進及びその有する能力の維持向上に資するため、

適宜活用されるものである。 

 

令和３年度介護報酬改定に関するＱ＆Ａ（Vol.２）（R3.3.23） 

【問１】リハビリテーションマネジメント加算(Ａ)及び(Ｂ)の算定要件について、「リハビリテー

ション計画について、利用者又はその家族に対して説明し、利用者の同意を得ること」とあるが、

当該説明等は利用者又は家族に対して、電話等による説明でもよいのか。  

【答】  

・利用者又はその家族に対しては、原則面接により直接説明することが望ましいが、遠方に住

む等のやむを得ない理由で直接説明できない場合は、電話等による説明でもよい。  

  ・ただし、利用者に対する同意については、書面等で直接行うこと。  

  ※平成 27年度介護報酬改定に関するＱ＆Ａ（Vol.１）（平成 27年４月１日）問 84 の修正。  

 

【問２】リハビリテーションマネジメント加算(Ａ)及び(Ｂ)の算定要件について、理学療法士、作

業療法士又は言語聴覚士が、利用者の居宅を訪問し、その他指定居宅サービス従業者あるいは利

用者の家族に対し指導や助言することとなっているが、その訪問頻度はどの程度か。  

【答】 訪問頻度については、利用者の状態等に応じて、通所リハビリテーション計画に基づき適

時適切に実施すること。   

※平成 27年度介護報酬改定に関するＱ＆Ａ（Vol.１）（平成 27年４月１日）問 85 の修正。 
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【問３】リハビリテーションマネジメント加算(Ａ)及び(Ｂ)における理学療法士、作業療法士又は

言語聴覚士による居宅への訪問時間は人員基準の算定外となるのか。  

【答】 訪問時間は、通所リハビリテーション、病院、診療所及び介護老人保健施設、介護医療院

の人員基準の算定に含めない。  

 ※平成 27年度介護報酬改定に関するＱ＆Ａ（Vol.１）（平成 27年４月１日）問 86 の修正。  

 

【問４】一事業所が、利用者によってリハビリテーションマネジメント加算(Ａ)イ又はロ若しく

は(Ｂ)イ又はロを取得するということは可能か。  

【答】 利用者の状態に応じて、一事業所の利用者ごとにリハビリテーションマネジメント加算

(Ａ)イ又はロ若しくは(Ｂ)イ又はロを取得することは可能である。  

 ※平成 27年度介護報酬改定に関するＱ＆Ａ（Vol.１）（平成 27 年４月１日）問 87 の修正。  

 

【問２５】訪問リハビリテーションでリハビリテーションマネジメント加算(Ａ)又は(Ｂ)を算定

する場合、リハビリテーション会議の実施場所はどこになるのか。  

【答】  訪問リハビリテーションの場合は、指示を出した医師と居宅を訪問し、居宅で実施する

又は利用者が医療機関を受診した際の診察の場面で実施することが考えられる。  

 ※平成 27年度介護報酬改定に関するＱ＆Ａ（Vol.１）（平成 27年４月１日）問 88 の修正。  

 

【問５】サービス提供を実施する事業者が異なる訪問リハビリテーションと通所リハビリテーシ

ョンの利用者がおり、それぞれの事業所がリハビリテーションマネジメント加算(Ａ)又は(Ｂ)を

取得している場合、リハビリテーション会議を通じてリハビリテーション計画を作成する必要が

あるが、当該リハビリテーション会議を合同で開催することは可能か。 

【答】 居宅サービス計画に事業者の異なる訪問リハビリテーションと通所リハビリテーションの

利用が位置づけられている場合であって、それぞれの事業者が主体となって、リハビリテーショ

ンに関する専門的な見地から利用者の状況等に関する情報を構成員と共有し、リハビリテーショ

ン計画を作成等するのであれば、リハビリテーション会議を合同で会議を実施しても差し支えな

い。  

 ※平成 27年度介護報酬改定に関するＱ＆Ａ（Vol.２）（平成 27年４月 30 日）問７   の修正。  

 

【問６】 「リハビリテーションマネジメント加算等に関する基本的な考え方並びにリハビリテー

ション計画書等の事務処理手順及び様式例の提示について」に示されたリハビリテーション計画

書の様式について、所定の様式を活用しないとリハビリテーションマネジメント加算や移行支援

加算等を算定することができないのか。  
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【答】 様式は標準例をお示ししたものであり、同様の項目が記載されたものであれば、各事業所

で活用されているもので差し支えない。  

 ※平成 27年度介護報酬改定に関するＱ＆Ａ（Vol.２）（平成 27年４月 30 日）問８   の修正。  

 

【問２４】訪問リハビリテーションの算定の基準に係る留意事項に、「理学療法士、作業療法士又

は言語聴覚士が、介護支援専門員を通じて、指定訪問介護の事業その他の指定居宅サービスに該

当する事業に係る従業者に対し、リハビリテーションの観点から、日常生活上の留意点、介護の

工夫等の情報を伝達していること」があるが、その他の指定居宅サービスを利用していない場合

や福祉用具貸与のみを利用している場合はどのような取扱いとなるのか。  

【答】  リハビリテーション以外にその他の指定居宅サービスを利用していない場合は、該当す

る他のサービスが存在しないため情報伝達の必要性は生じない。 

また、福祉用具貸与のみを利用している場合であっても、本基準を満たす必要がある。通所リハ

ビリテーションにおいても同様に取り扱う。  

 ※平成 27年度介護報酬改定に関するＱ＆Ａ（Vol.２）（平成 27年４月 30 日）問９   の修正。  

 

【問７】リハビリテーションマネジメント加算(Ａ)及び(Ｂ)の算定要件にあるリハビリテーショ

ン会議の開催頻度を満たすことができなかった場合、当該加算は取得できないのか。  

【答】  

・リハビリテーションマネジメント加算(Ａ)及び(Ｂ)の取得に当たっては、算 

定要件となっているリハビリテーション会議の開催回数を満たす必要がある。  

  ・なお、リハビリテーション会議は開催したものの、構成員のうち欠席者がいた場合には、当該

会議終了後、速やかに欠席者と情報共有すること。  

 ※平成 27年度介護報酬改定に関するＱ＆Ａ（Vol.２）（平成 27年４月 30 日）問 10の修正。  

 

【問８】リハビリテーションマネジメント加算(Ｂ)の算定要件にある「医師が利用者またはその

家族に対して説明し、利用者の同意を得ること」について、当該医師はリハビリテーション計画

を作成した医師か、計画的な医学的管理を行っている医師のどちらなのか。  

【答】 リハビリテーション計画を作成した医師である。  

 ※平成 27年度介護報酬改定に関するＱ＆Ａ（Vol.２）（平成 27年４月 30 日）問 11の修正。  

 

【問９】リハビリテーションマネジメント加算(Ａ)とリハビリテーションマネジメント加算(Ｂ)

については、同時に取得することはできないが、月によって加算の算定要件の可否で加算を選択

することは可能か。  

 



[１２] 

 

【答】 リハビリテーションマネジメント加算(Ａ)とリハビリテーションマネジメント加算(Ｂ)に

ついては、同時に取得することはできないものの、いずれかの加算を選択し算定することは可能

である。ただし、リハビリテーションマネジメント加算については、リハビリテーションの質の

向上を図るため、SPDCA サイクルの構築を通じて、継続的にリハビリテーションの質の管理を

行うものであることから、リハビリテーションマネジメント加算(Ｂ)が算定できる通所リハビリ

テーション計画を作成した場合は、継続的にリハビリテーションマネジメント加算(Ｂ)を、リハ

ビリテーションマネジメント加算(Ａ)が算定できる通所リハビリテーション計画を作成した場合

は、継続的にリハビリテーションマネジメント加算(Ａ)を、それぞれ取得することが望ましい。  

 ※平成 27年度介護報酬改定に関するＱ＆Ａ（Vol.２）（平成 27年４月 30 日）問 12の修正。 

 

【問１０】リハビリテーションマネジメント加算(Ａ)及び(Ｂ)については、当該加算を取得するに

当たって、初めて通所リハビリテーション計画を作成して同意を得た日の属する月から取得する

こととされているが、通所リハビリテーションの提供がない場合でも、当該月に当該計画の説明

と同意のみを得れば取得できるのか。 

 

【答】  

・取得できる。  

  ・リハビリテーションマネジメント加算(Ａ)及び(Ｂ)は、「通所リハビリテーション計画を利用

者又はその家族に説明し、利用者の同意を得た日の属する月」から取得することとしている

ため、通所リハビリテーションの提供がなくても、通所リハビリテーションの提供開始月の

前月に同意を得た場合は、当該月より取得が可能である。  

  ・なお、訪問リハビリテーションにおいても同様に取り扱う。  

 ※平成 27年度介護報酬改定に関するＱ＆Ａ（Vol.３）（平成 27年６月１日）問１の修正。 

 

【問１１】同一利用者に対して、複数の事業所が別々に通所リハビリテーションを提供している

場合、各々の事業者がリハビリテーションマネジメント加算の算定要件を満たしていれば、リハ

ビリテーションマネジメント加算を各々算定できるか。  

【答】  

・事業所ごとに提供可能なサービスの種類が異なり、単一の事業所で利用者が必要とする理学

療法、作業療法、言語聴覚療法のすべてを提供できない場合、複数の事業所で提供することが

考えられる。例えば、脳血管疾患発症後であって、失語症を認める利用者に対し、１つの事業

所がリハビリテーションを提供することとなったが、この事業所には言語聴覚士が配置され

ていないため、失語に対するリハビリテーションは別の事業所で提供されるというケースが

考えられる。  

   ・この場合、例えば、リハビリテーションマネジメント加算(Ａ)であれば、リハビリテーショ

ン会議を通じて、提供可能なサービスが異なる複数の事業所を利用することを話し合った上
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で、通所リハビリテーション計画を作成し、その内容について利用者の同意を得る等、必要

な算定要件を各々の事業者が満たしていれば、リハビリテーションマネジメント加算(Ａ)の

算定は可能である。  

・リハビリテーションマネジメント加算(Ｂ)についても同様に取り扱う。  

※平成 27年度介護報酬改定に関するＱ＆Ａ（Vol.４）（平成 27年７月 31 日）問１の修正。  

 

【問１３】リハビリテーションマネジメント加算(Ｂ)の算定要件では、医師がリハビリテーショ

ン計画の内容について利用者又はその家族へ説明することとされている。 リハビリテーション会

議の構成員の参加については、テレビ電話装置等を使用しても差し支えないとされているが、リ

ハビリテーション計画の内容について医師が利用者又はその家族へテレビ電話装置等を介して説

明した場合、リハビリテーションマネジメント加算(Ｂ)の算定要件を満たすか。  

【答】  リハビリテーション会議の中でリハビリテーション計画の内容について利用者又はその

家族へ説明する場合に限り満たす。  

 ※平成 30年度介護報酬改定に関するＱ＆Ａ（Vol.１）（平成 30年３月 23 日）問 53の修正。  

  

【問１４】リハビリテーションマネジメント加算におけるリハビリテーション会議の構成員の参

加については、テレビ電話装置等を使用しても差し支えないとされているが、テレビ電話装置等

の使用について、基本的には音声通話のみであるが、議事のなかで必要になった時に、リハビリ

テーション会議を実施している場の動画や画像を送る方法は含まれるか。  

【答】・含まれない。  

    ・テレビ電話装置等の使用については、リハビリテーション会議の議事を円滑にする観点か

ら、常時、医師とその他の構成員が動画を共有している必要がある。  

 ※平成 30年度介護報酬改定に関するＱ＆Ａ（Vol.１）（平成 30年３月 23 日）問 54の修正。  

 

【問１６】訪問・通所リハビリテーションの利用開始時点でリハビリテーションマネジメント加

算(Ａ)及び(Ｂ)（令和３年３月以前ではリハビリテーションマネジメント加算(Ⅱ)以上）を算定し

ていない場合において、リハビリテーションマネジメント加算(Ａ)及び(Ｂ)の算定を新たに開始

することは可能か。  

【答】 ・初めてリハビリテーション計画を作成した際に、利用者とその家族に対し説明と同意を

得ている場合は可能。  

   ・なお、利用者の同意を得た日の属する月から６月間を超えてリハビリテーションマネジメン

ト加算(Ａ)又は(Ｂ)を取得する場合は、原則としてリハビリテーションマネジメント加算(Ａ)

イ(Ⅱ)若しくはロ(Ⅱ)又は(Ｂ)イ(Ⅱ)若しくはロ(Ⅱ)を取得することとなる。  
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３） 移行支援加算（介護のみ）【届出要】  （１日につき）１７単位  

 

［算定基準］  

注  別に厚生労働大臣が定める基準に適合しているものとして都道府県知事に届け出た指定訪問リ

ハビリテーション事業所が、リハビリテーションを行い、利用者の指定通所介護事業所（指定居宅

サービス基準第 93 条第１項に規定する指定通所介護事業所をいう。以下同じ。）等への移行等を支

援した場合は、移行支援加算として、評価対象期間（移行支援加算を算定する年度の初日の属する

年の前年の１月から１２月まで 

の期間）の末日が属する年度の次の年度内に限り、１日につき所定単位数を加算する。 

 

※ 別に厚生労働大臣が定める基準の内容は次のとおり。  

訪問リハビリテーション費における社会参加支援加算の基準 

イ 次に掲げる基準のいずれにも適合すること 

（１）評価対象期間において指定訪問リハビリテーションの提供を終了した者（以下「訪問リハ 

ビリテーション終了者」という。）のうち、指定通所介護（指定居宅サービス等基準第九十二条

に規定する指定通所介護をいう。以下同じ。）、指定通所リハビリテーション（指定居宅サービス

等基準第百十条に規定する指定通所リハビリテーションをいう。以下同じ。）、指定地域密着型

通所会護（指定地域密着型サービス基準第十九条に規定する指定地域密着型通所介護をいう。

以下同じ。）、指定認知症対応型通所介護（指定地域密着型サービス基準第四十一条に規定する

指定認知症対応型通所介護をいう。以下同じ。）、指定小規模多機能型居宅介護（指定地域密着型

サービス基準第六十二条に規定する指定小規模多機能型居宅介護をいう。第五十四号において

同じ。）、指定看護小規模多機能型居宅介護（指定地域密着型サービス基準第百七十条に規定す

る指定看護小規模多機能型居宅介護をいう。第七十九号ロにおいて同じ。）、指定介護予防通所

リハビリテーション（指定介護予防サービス等基準第百十六条に規定する指定介護予防通所リ

ハビリテーションをいう。以下同じ。）、指定介護予防認知症対応型通所介護（指定地域密着型介

護予防サービスの事業の人員、設備及び運営並びに指定地域密着型介護予防サービスに係る介

護予防のための効果的な支援の方法に関する基準（平成十八年厚生労働省令第三十六号。以下

「指定地域密着型介護予防サービス基準」という。）第四条に規定する指定介護予防認知症対応

型通所介護をいう。）、指定介護予防小規模多機能型居宅介護（指定地域密着型介護予防サービ

ス基準第四十三条に規定する指定介護予防小規模多機能型居宅介護をいう。）、法第百十五の四

十五第一項第一号ロに規定する第一号通所事業その他社会参加に資する取組（以下「指定通所

介護等」という。）を実施した者の占める割合が、百分の五を超えていること。  

（２）評価対象期間中に指定訪問リハビリテーションの提供を終了した日から起算して１４日以

降４４日以内に、指定訪問リハビリテーション事業所の理学療法士、作業療法士又は言語聴覚

士が、訪問リハビリテーション終了者に対して、当該訪問リハビリテーション終了者の指定通

所介護等の実施状況を確認し、記録していること。  

ロ １２月を指定訪問リハビリテーション事業所の利用者の平均利用月数で除して得た数が１０
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０分の２５以上であること。  

ハ 訪問リハビリテーション終了者が指定通所介護等の事業所へ移行するに当たり、当該利用者

のリハビリテーション計画書を移行先の事業所へ提供すること。 

 

［算定基準留意事項］  

①移行支援加算におけるリハビリテーションは、訪問リハビリテーション計画に家庭や社会への参

加を可能とするための目標を作成した上で、利用者のＡＤＬ及びＩＡＤＬを向上させ、指定通所介

護等に移行させるものであること。  

②「その他社会参加に資する取組」には、医療機関への入院や介護保険施設への入所、指定訪問リハ

ビリテーション、指定認知症対応型共同生活介護等は含まれず、算定対象とならないこと。  

③大臣基準告示第 13 号イ⑴の基準において、指定通所介護等を実施した者の占める割合及び基準

第 13号ロにおいて、12を指定訪問リハビリテーション事業所の利用者の平均利用月数で除して得

た数については、小数点第３位以下は切り上げること。  

④平均利用月数については、以下の式により計算すること。  

イ～ハ （略）  

二 イ（ⅱ）における新規利用車数とは、当該評価対象期間に新たに当該事業所の提供する指定訪

問リハビリテーションを利用した者の数をいう。また、当該事業所の利用を終了後、12 月以上の

期間を空けて、当該事業所を再度利用した者については、新規利用者として取り扱うこと。 

ホ イ（ⅱ）における新規終了者数とは、評価対象期間に当該事業所の提供する指定訪問リハビリ

テーションの利用を終了した者の数をいう。 

⑤「指定通所介護等の実施」状況の確認に当たっては、指定訪問リハビリテーション事業所の理学

療法士、作業療法士又は言語聴覚士が、リハビリテーション計画書のアセスメント項目を活用し

ながら、リハビリテーションの提供を終了した時と比較して、ＡＤＬ及びＩＡＤＬが維持又は改

善していることを確認すること。なお、電話等での実施を含め確認の手法は問わないこと。  

⑥「当該利用者のリハビリテーション計画書を移行先の事業所へ提供」については、利用者の円滑

な移行を推進するため、指定訪問リハビリテーション終了者が指定通所介護、指定通所リハビリ

テーション、指定地域密着型通所介護、指定認知症対応型通所介護、指定小規模多機能型通所介

護、指定看護小規模多機能型居宅介護、指定介護予防通所リハビリテーション、指定介護予防認

知症対応型通所介護又は指定介護予防小規模多機能型居宅介護事業所へ移行する際に、「リハビリ

テーション・個別機能訓練、栄養管理及び口腔管理の実施に関する基本的な考え方並びに事務処

理手順及び様式例の提示について」の別紙様式２－２―１及び２－２－２のリハビリテーション

計画書等の情報を利用者の同意の上で指定通所介護、指定通所リハビリテーション、指定地域密

着型通所介護、指定認知症対応型通所介護、指定小規模多機能型通所介護、指定看護小規模多機

能型居宅介護、指定介護予防通所リハビリテーション、指定介護予防認知症対応型通所介護又は

指定介護予防小規模多機能型居宅介護の事業所へ提供すること。なお、指定通所介護事業所等の

事業所への情報提供に際しては、リハビリテーション計画書の全ての情報ではなく、「リハビリテ

ーション・個別機能訓練、栄養管理及び口腔管理の実施に関する基本的な考え方並びに事務処理

手順及び様式例の提示について」に示す別紙様式２－２―１及び２－２－２の本人の希望、家族
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の希望、健康状態・経過、リハビリテーションの目標、リハビリテーションサービス等の情報を抜

粋し、提供することで差し支えない。 

 

※令和３年度介護報酬改定に関するＱ＆Ａ（Vol.２）（R3.3.23） 

 

【問１７】移行支援加算について、既に訪問（通所）リハビリテーションと通所介護を併用して

いる利用者が、訪問（通所）リハビリテーションを終了し、通所介護はそのまま継続となった場

合、「終了した後通所事業を実施した者」として取り扱うことができるか。  

【答】  貴見の通りである。  

 ※平成 27年度介護報酬改定に関するＱ＆Ａ（Vol.１）（平成 27 年４月１日）問 89 の修正。  

 

【問１８】移行支援加算は事業所の取り組んだ内容を評価する加算であるが、同一事業所にお

いて、当該加算を取得する利用者と取得しない利用者がいることは可能か。  

【答】  同一事業所において、加算を取得する利用者と取得しない利用者がいることはできな

い。  

 ※平成 27年度介護報酬改定に関するＱ＆Ａ（Vol.１）（平成 27 年４月１日）問 90 の修正。  

 

【問１９】利用者が訪問リハビリテーションから通所リハビリテーションへ移行して、通所リ

ハビリテーション利用開始後２月で通所介護に移行した場合、訪問リハビリテーションの移行

支援加算の算定要件を満たしたこととなるか。  

【答】  貴見のとおりである。  

 ※平成 27年度介護報酬改定に関するＱ＆Ａ（Vol.１）（平成 27 年４月１日）問 92 の修正。 

 

【問２０】移行支援加算で通所リハビリテーションから通所介護、訪問リハビリテーションか

ら通所リハビリテーション等に移行後、一定期間後元のサービスに戻った場合、再び算定対象

とすることができるのか。  

【答】  移行支援加算については、通所リハビリテーションの提供を終了した日から起算して 

14 日以降 44 日以内に通所リハビリテーション従業者が通所リハビリテーション終了者に対

して、指定通所介護等を実施していることを確認し、記録していることとしている。なお、３月

以上経過した場合で、リハビリテーションが必要であると医師が判断した時は、新規利用者と

することができる。  

 ※平成 27年度介護報酬改定に関するＱ＆Ａ（Vol.２）（平成 27年４月 30 日）問 13の修正。 
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【問１２】移行支援加算に係る解釈通知における、「(ｉ)当該事業所における評価対象期間の 利

用者ごとの利用者延月数の合計」は、具体的にはどのように算出するか。 

【答】 

・ 移行支援加算は、利用者のＡＤＬ・ＩＡＤＬが向上し、社会参加に資する取組に移行す る等

を指標として、質の高いリハビリテーションを提供する事業所を評価するものであ る。  

・ そのため、「社会参加への移行状況」と「サービスの利用の回転」を勘案することとしてい

る。 

 ・ このうち、「サービスの利用の回転」の算定方法は下記のとおりである。 

  

   （通所リハビリテーションは≧27％） 

・ この平均利用月数を算出する際に用いる、「(ｉ)当該事業所における評価対象期間の利 用者

ごとの利用者延月数の合計」とは、評価対象期間に当該事業所を利用した者の、評価 対象期間

におけるサービス利用の延月数（評価対象期間の利用者延月数）を合計するもの である。なお、

評価対象期間以外におけるサービスの利用は含まない。  

（評価対象期間の利用者ごとの利用者延月数のイメージ） 

   

 ※ 平成 27 年度介護報酬改定に関するＱ＆Ａ（Vol.６）（平成 28 年３月 18 日）の修正。 

 

【問２１】移行支援加算における就労について、利用者が障害福祉サービスにおける就労移行

支援や就労継続支援（Ａ型、Ｂ型）の利用に至った場合を含めてよいか。  

【答】  よい。  

 ※平成 30年度介護報酬改定に関するＱ＆Ａ（Vol.1）（平成 30年 3月 23日）問 57 の修正。  
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※令和３年度介護報酬改定に関するＱ＆Ａ（Vol.３）（R3.3.26） 

【問１４】移行支援加算における評価対象期間において指定訪問リハビリテーションの提供を

終了した者には、当該事業所の指定訪問リハビリテーション利用を中断したのちに再開した者

も含まれるのか。  

【答】  

・移行支援加算における評価対象期間において指定訪問リハビリテーションの提供を終了した

者とは、当該訪問リハビリテーション事業所の利用を終了し、評価対象期間に利用を再開して

いない者をいう。なお通所リハビリテーションにおいても同様に取り扱う。  

  ・なお、終了後に３月 以上が経過した場合で、リハビリテーションが必要であると医師が判

断し当該事業所の利用を再開した時は、新規利用者とみなすことができる。この場合は評価対

象期間に再開した場合でも、終了した者として取り扱う。  

 

 

 

４）サービス提供体制強化加算（予防共通）【届出要】（１回につき） 

  (1) 加算（Ⅰ）６単位    (2) 加算（Ⅱ）３単位 

［算定基準］  

注 別に厚生労働大臣が定める基準に適合しているものとして都道府県知事に届け出た指定訪問リ

ハビリテーション事業所が、利用者に対し、指定訪問リハビリテーションを行った場合は、当該

基準に掲げる区分に従い、１回につき次に掲げる所定単位数を加算する。ただし、次に掲げるい

ずれかの加算を算定している場合においては、次に掲げるその他の加算は算定しない。  

 

※ 別に厚生労働大臣が定める基準の内容は次のとおり。  

訪問リハビリテーション費におけるサービス提供体制強化加算の基準 

イ サービス提供体制強化加算（Ⅰ）  

指定訪問リハビリテーションを利用者に直接提供する理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士の

うち、勤続年数七年以上の者がいること。  

ロ サービス提供体制強化加算（Ⅱ）  

指定訪問リハビリテーションを利用者に直接提供する理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士の

うち、勤続年数三年以上の者がいること。 
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［算定基準留意事項］  

①訪問入浴介護と同様であるので、３⑼⑥及び⑦を参照のこと。  

（⑥）勤続年数とは、各月の前月の末日時点における勤続年数をいうものとする。  

（⑦）勤続年数の算定に当たっては、当該事業所における勤務年数に加え、同一法人等の経営する

他の介護サービス事業所、病院、社会福祉施設等においてサービスを利用者に直接提供する職

員として勤務した年数を含めることができるものとする。  

②指定訪問リハビリテーションを利用者に直接提供する理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士の

うち、サービス提供体制強化加算（Ⅰ）にあっては勤続年数が７年以上の者が１名以上、サービス提

供体制強化加算（Ⅱ）にあっては勤続年数が３年以上の者が１名以上いれば算定可能であること。 

 

※令和３年度介護報酬改定に関するＱ＆Ａ（Vol.３）（R3.3.26） 

 

【問５】「 10 年以上介護福祉士が 30 ％」という最上位区分の要件について、 勤続年数はどの

ように計算するのか。  

【答】  

・サービス提供体制強化加算における、勤続 10 年以上の介護福祉士の割合に係る要件につい

ては、  

   － 介護福祉士の資格を有する者であって、同一法人等での勤続年数が 1 0 年以上の者の割合

を要件としたものであり、  

  －介護福祉士の資格を取得してから 1 0 年以上経過していることを求めるものではないこと。  

  ・「同一法人等での勤続年数」の考え方について、  

  －同一法人等（※）における異なるサービスの事業所での勤続年数や異なる雇用形態、職種（直

接処遇を行う職種に限る。）における勤続年数  

    － 事業所の合併又は別法人による事業の承継の場合であって、当該施設・事業所の職員に変

更がないなど、事業所が実質的に継続して運営していると認められる場合の勤続年数は通算

することができる。 

   （※）同一法人のほか、法人の代表者等が同一で、採用や人事異動、研修が一体として行わ

れる等、職員の労務管理を複数法人で一体的に行っている場合も含まれる。    

 ・なお、介護職員等特定処遇改善加算において、当該事業所 における経験・技能のある介護職

員の「勤続年数 10 年の考え方」とは異なることに留意すること。  

 ※平成 21年４月改定関係 Ｑ＆Ａ Vol.１））（平成 21年３月 23日）問５は削除する。  

 

 

 

 

 



[２０] 

 

５） 事業所評価加算（予防のみ） 【届出要】     １２０単位  

［算定基準］  

注 別に厚生労働大臣が定める基準に適合しているものとして都道府県知事に届け出た指定介護予

防訪問リハビリテーション事業所において、評価対象期間（別に厚生労働大臣が定める期間をい

う。※加算を算定する年度の初日の属する年の前年の１月から１２月までの期間）の満了日の属

する年度の次の年度内に限り１月につき所定単位数を加算する。  

［算定基準留意事項］  

(11) 事業所評価加算の取扱いについて  

事業所評価加算の別に厚生労働大臣が定める基準ロの要件の算出式は以下のとおりとする。  

 

   要支援状態区分の維持者数＋改善者数×２ 

                          ≧ 0.7 

評価対象期間内に介護予防訪問リハビリテー 

ションリハビリテーション費を３月以上算定 

し、その後に更新・変更認定を受けた者の数 

 

※令和３年度介護報酬改定に関するＱ＆Ａ（Vol.３）（R3.3.26） 

【問１２２】事業所評価加算は、同加算を算定する年度の初日の属する年の前年の１月から 12 

月（基準に適合しているものとして届け出た年においては、届出の日から同年 12 月までの期間） 

において一定の実績をもとに算定ができるものとされているところであるが、令和３年４月から

令和４年３月においては、従前（令和３年度介護報酬改定以前）の基準に基づいて算定を行って

も差し支えないか。  

【答】   令和３年４月から令和４年３月に限り、令和２年１月から 12 月の実績については従前

（令和３年度介護報酬改定以前）の基準に基づいて算定する。 

 

 

 

※参考 [厚生労働省ホームページ掲載資料]    

厚生労働省ホームページ掲載先 ： ホーム > 政策について > 分野別の政策一覧 >  福祉・介護 

> 介護・高齢者福祉 > 介護報酬 > 令和３年度介護報酬改定について  

・「リハビリテーション・個別機能訓練、栄養管理及び口腔管理の実施に関する基本的な考え方並び

に事務処理手順及び様式例の提示について」（老認発 0316第３号、老老発 0316 第２号 令和３

年３月１６日）  

・「科学的介護情報システム（ＬＩＦＥ）関連加算に関する基本的考え方並びに事務処理手順及び様

式例の提示について」（令和３年３月 16 日老老発 0316 第４号） 

 


